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1 はじめに

大阪狭山市は､大阪市の南部に位置し､周囲を堺市､

富田林市､河内長野市などと接している (図-1)｡当

図-1 大阪狭山市の位置 (アミかけ部分)

市は､昭和40年 (1965)頃から宅地化が進み､丘陵には

狭山ニュータウンが建設され､大阪近郊のベッドタウン

として約5.6万人の人口を有する住宅都市として発展 し

たため､昭和30年代まで比較的よく残されていた同市の

近世的な景観は､人口の急増にともない大きく変貌して

(1)
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いる｡

江戸時代における狭山藩主の北条氏は､戦国期に小田

原城を拠点に､関東地方に覇をとなえた名門後北条氏の

子孫である｡

初代藩主北条氏盛は､慶長5年 (1600)に徳川家康か

ら実父氏規の遺領河内国約7,000石を安堵され●1､下野

国4,000石●lと合わせて11,000石を領有した｡

二代藩主氏信は､元和 2年 (1616)に河内国丹南郡池

尻村の狭山池東北部に陣屋を構築し､これにより､実質

的に狭山藩がひらかれた●1｡亘の後､河内以外の所領は､

下野から常陸､近江へと変遷し､河内においても若干の

変動があったものの､本拠の池尻村を動かず､さらに一

度の転封もないまま明治維新を迎えている●2｡狭山藩は､

大名とはいえ城郭をもたずに陣屋を構え､また領地の村

々は､他領と複雑に入り組んだ形態の典型的な畿内小

藩●1の一つであった｡

武家住宅に関する研究は､大名 ･旗本を中心にした上

級武士の住宅について大きな進展を見せている｡一方､

中･下級武士の住宅については､彦根藩､飯田藩､弘前

藩､須坂藩､高田藩､高遠藩､安中藩､岸和田藩などの

研究書3が知られているが､史料的な制約がその進展を阻

んでいる｡しかし､江戸時代中期以降に存在した約260

藩の約63%という圧倒的多数を占めた5万石以下の小

藩◆2における､武家住宅の研究が重要なことはいうまで

もないO特に城下町を建設せず､小規模な陣屋を設けて

藩政を行った1-2万石の小藩は､廃藩後の歴史的な変

貌が大きく､武家住宅についても不明な点が多い｡

本稿は､このような小藩の一つである狭山藩の陣屋や

武家住宅などについて考察を行い､同藩の陣屋の特徴な

らびに武家住宅､特に多くの藩士が居住した長屋の規模

や間取り､維持管理などの実体の一端を解明するととも

に､中 ･下級武士住宅の研究の進展に寄与することを目

的とするものである｡
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2 史 料

本稿で用いる主な史料は､以下のとおりである｡

a)文 献 狭山藩の武家住宅に関する文献史料は､

まとまったものが少なく､現在大阪狭山市史編纂事業の

過程で､広範囲にわたる史料収集作業が行われている｡

これ以前 『狭山町史』日 が編纂された段階で､武家住宅

に関して多くの引用がなされた史料に､｢狭山薄志稿｣

ならびに ｢狭山藩史料｣(第1-9輯)がある｡ これら

の史料は､郷土史家別所亨氏が昭和8年頃から筆写され

たもので､原文書の存在が未確認な現在､狭山藩の様々

な実体を知るうえで貴重な史料である｡この観点から､

特に ｢狭山薄志稿｣が翻刻●4されている｡

｢狭山藩史料｣(第5輯)'5に収録されている ｢別所

文書其-｣は､別所亨氏の祖父源吾が役向き用として､

家中建物に関する事項を記したもので*6､仕事上のマニ

ュアルに相当するものである｡その内容は､広範囲にわ

たって詳細に記述されており､信頼に足る史料であると

ちを
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ぷ
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●

判断されるが､同文書が作成された時期については不明

である｡

別所源吾は､安政2年 (1855)4月､同4年正月､明

治2年 (1869)4月にその存在が確認されるり ｡ 席次は､

前二者が中小姓●8で､職務は共に御近習､後者が給人格

で ｢吟味方役料銀一枚｣との記載がある｡つまり､別所

源吾は､安政4年正月以降明治2年4月までの間に中小

姓から給人格へと席次が上がり､職務は､主人の側近に

仕える近習●9から､買い入れ物資の値段審査を行う吟味

万事1となった｡

｢別所文書其-｣の住宅などに関する詳細な記述から､

同文書は別所源吾が給人格に昇格し､吟味方に就任した

際に作成されたものと考えられる｡その時期は､近習と

して確認される安政4年正月から､吟味方として確認さ

れる明治2年4月までの間である｡

本稿では､この ｢別所文書其-｣の分析 ･検討を中心

に考察を進めて行くこととする｡

図-2狭山藩陣屋上屋敷図 (都築忠夫氏蔵)

b)絵 図 狭山藩陣屋の上 ･下屋敷を描いた絵図が

現存している (図-2･3)｡この絵図は､陣屋の諸施

設の位置や武家住宅の宅地割りなどが明らかになる貴重

な史料であるが､作成年代が ｢明治初期｣●1°とあるだけ

(2)

で明確な年代は不明である｡

そこで絵図に記載された内容について､以下のような

検討を行った｡

①上屋敷図に措かれた52軒の内､姓名が記載されている
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図-3 狭山藩陣屋下屋敷図 (都築忠夫氏蔵)

28軒を明治 2年の順席人員り1と照合 してみると､姓名

ともに一致するのが24軒ある｡さらに､姓のみが記載

されている24軒中､同一姓の軒数や石高などから22軒

が同一家と推定され､全52軒中の46軒が確認される｡

この46軒中33軒'12が安政4年'13の時点においても確認

できる｡

②例えば､｢林 外守 兎盛 卜改｣のように､明治 2年

4月時点で改名 している場合､改名後の兎盛が絵図に

記されていたり､｢井出俊造｣のように､明治29年時

点で確認される姓名が記されている例'14もある｡

③同図には､嘉永末年に創設 '15された藩校簡修館が示さ

れている｡

④下屋敷図に描かれた41軒すべてが明治2年の時点で確

認されるり6｡

以上のことから､この絵図は､安政 2年4月､同4年

正月の ｢御家中順席帳｣､明治 2年 4月の ｢御家中順席

人員｣などの史料をもとに､嘉永末年から明治2年頃の

陣屋内の状況を描いたもので､明治29年の調査の際に作

成されたと考えられる｡その時間的なずれが､特に上屋

敷絵図において姓のみが記載された住宅が多い原因であ

ろう｡

(3)

3 陣 屋

陣屋は､古代 (平安時代)には宮城 ･京師の警固にあ

たった兵士 (衛士)の詰所､中世 (鎌倉時代)では合戦

の際に軍兵が臨時に駐屯する軍営の意味をもっていたが､

近世に入ると､

① 1-2万石の無城の小大名や交替寄合の屋敷｡陣屋は

城に準ずるもので､周囲には土塁や堀をめぐらしてい

るが､高い石垣はなく､居館､役所､家臣の役宅や土

蔵､調練場などが配置された｡

②江戸時代初期の関東の代官頑の陣屋､いわゆる代官陣

屋で､元禄年間 (1688-1703)には全国天領に分布 し

ていた｡

③旗本や代官の支配地における役宅や屋敷､用水方の普

請役の詰所､大藩の重臣の城下町外の居所､飛地を支配

する役所なども陣屋と称 した｡

など､多様な意味をもっようになった'17｡ なお､本稿で

考察する陣屋は､①に相当するものである'18｡

狭山藩では､二代藩主氏信が元和2年に陣屋を構築 し

たが､その地域は､乗除川が狭山池から出る河口の東北

地帯で､東の平野街道と西側の御庭池 (上 ･中 ･下地)

にはさまれ､すこし西では､西除川が狭山池から流出す
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図-4 狭山藩陣屋･下屋敷配置図 (『狭山の地名五十話』より転載)

る景勝を備えた要害地であった*1 (図-4)0

三代藩主氏宗の代､寛永14年 (1637)に狭山陣屋上屋

敷が完成した●1｡その後､天明2年 (1782)7月13日に

焼失し､同6年に藩主御殿が再建された◆19｡ 上屋敷もこ

れ以後整備されたらしく､その敷地は約51,269坪､総廻

り804間で､東西に対して南北が長いり 長方形である｡

上屋敷は藩政の中枢地域で､藩主一族の居館がある内

廓●lは､中央を南北に貫通する大町筋の西北部に位置し､

桝形前書20とよばれる南側の広場に面して御殿表門が設け

られている｡内廓には､藩主の居館以外に､正庁､御金

蔵､御武器蔵などのほか､大町筋に沿って ｢七っ蔵｣と

称される､御囲蔵､第二御囲蔵､御納戸蔵､御道具蔵､

御台所蔵､看板蔵､御馬具蔵が南から順に設けられてい

た'1.

廓外では､北西端部に西門が設けられている｡研形前

の南部には評定所 (後の藩校)､作事場などがあり､こ

のほか槍稽古場､剣術 ･弓術道場､牢屋なども設置され

ていた●1｡

｢狭山薄志稿｣によると､上屋敷における都市計画の

基本は (図-5)､大町筋をメインストリートとし､南

端に大手門事21(表門､南御門)､北端には拐手門 (裏門､

北御門)､東端には東御門が設けられた｡なお各門のう

ち､南 ･北 ･東御門などには番所が附属して､門の開閉

や通行人の取り締まりなどを行った｡

この大町筋と平行した東側に､1町を隔てて東小路が

設けられ､双方の間は1町ごとの横小路で連絡されてい

る｡特に､東門のある横小路は､東門筋と称している｡

東小路に相対する西小路は､陣屋の西端が御庭池に面す

るため設けられていない｡さらに､大町筋の西側に平行

(4)
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図-5 上屋敷の都市計画概念図 (｢狭山薄志稿｣より転載)

に1町を隔てて袋小路が設けられ､横小路を通して袋町

が形成された｡この横小路の西端には､御庭池に面して

水門が設けられた｡

道幅は大町筋が5間､東門筋が3間､他は2間で､大

町筋の両側と他の小路の片側に排水溝が設けられ､溝の

側面には崩壊防止のために石垣が築かれていた｡東小路

のさらに東側には､大町筋に平行に馬場が設けられた●22｡

藩士の住宅は､家老や番頭格などの上級武家◆23は内廓
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の北面と大町筋に面して､給人 ･中小姓以下の中 ･下級

武家は東小路や槙小路などの横町に配置された｡

以上のように､陣屋の都市計画は､中央部に大町筋を

通し､それに平行または直角に小路が設けられた整然と

したものであるが､敷地形状の制約から､左右非対称の

不整形な都市計画であった｡

陣屋の西端は御庭池に面し､北面と大町筋をはさんだ

東面に､内廓を囲綾するように上級武家の住宅が配置さ

れるとともに､4箇所に砲台が設けられ (図-2)､平

日は東御門が閉じられているなど､防御的機能が重視さ

れていたことが窺われる｡

下屋敷は､宝永6年 (1709)五代藩主氏朝の代に建築

され､天明2年の火災の際に類焼したようであるが､明

確な再建年代は不明である'1.下屋敷は､図-4に示す

ように上屋敷の大手門の南方に位置し､10,164坪の敷地

は小田原藩領の半田村に属していたため､毎年3石6斗

余を半田村に納めたり ｡

下屋敷の西北面は狭山池に面し､中央部北方に御殿､

御殿東部に藩士住宅､南部に馬場､西部に射的場､幕末

には北西部に調練場､東北部に火薬庫などが設けられて

いた り ｡

藩の規模が狭山藩と同程度の菰野藩の陣屋 (土方家12,

000石､三重県三重郡)の様子◆24をみると､藩主の居館

周囲に土塀をめぐらし､南に表門､東に江戸先門を設け

ている｡西側は薮､居館の西南と西北には土塁が築かれ､

樹木が植えられていた｡南西側は､川を利用して濠の役

目を果たさせるなど､自然の地形や条件などを利用して

防御性の確保*25につとめている｡

4 武家住宅

ここでは､狭山藩の武家住宅について､敷地､建物構

成､主屋､塀 ･垣の普請などについて検討を行う｡

a)敷 地 狭山藩においては､多くの上級武家には､

陣屋のメインストリートである大町筋に面して土地のみ

が与えられ､住宅は ｢自分普請｣と称して､各自が建築

した'1. その広さは､表-1に示したように､明和年間

(1764-1771)では約200-約1,000坪で､平均約405坪で

ある｡

北条家の家臣は､拠点であった小田原以来の旧臣と河

内移封後に召し抱えられた家臣に分けられる●1｡特に朝

比奈 ･井出 ･山上家などは､旧臣として重きをなしり ､

平均よりも大きな敷地が与えられた｡旧臣以外では､江

馬 ･舟越家が藩主の親族として地位が高くり ､それに見

合う敷地が与えられている｡一方､土地が与えられた者

には､笠原家 (給人)のように上級武家でない者●23も含

(5)

義-1 拝領土地一覧
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姓 名 明和年間 安政4年 2月 備 考
朝比奈輿兵衛 660坪余 8】3坪 7 番頭格

田中国三郎 440坪 419坪 l 大目付

笠原玄能 270坪 29()秤 給 人

介越亀六 580坪7 601坪5 番頭格

舟越五兵衛 1,013坪9 1,202* 1 給 人

大川乙輔 263坪 333坪 5 用 人

沖 尚腎 266坪 303坪8

内田直之進 2(ー9坪 249坪8 用 人

江馬貴一郎 601坪 575坪 5 家 老

山上岩次郎 500坪 516坪5 大目付

井出半弥 416坪 416坪 大目付

林永右衛門 238坪 239坪 3 用 人

田中弥左衛門 214坪 215坪 番頭格

村上鍛七 212坪 212坪 家 老

下山角兵衛 563坪 641坪 家 老

山上 登 225坪余 264坪 用 人

植田次兵衛 235坪半 235坪5 用 人

*姓名と明和年間 (1764-】771)の坪数は ｢別所文書英一｣､

安政4年 (1857)の坪数は 『狭山町史第 1巻本文編』､備考

欄の席次は明治2年 (1869)のもので､北条家文書NO.125に
よる｡

まれている｡同家は､表-2*26によると家禄は15人扶持

と低いが､後述するように狭山藩では重要な地位を占め

ていたため､家格に鑑みて土地を与えられたと考えられ

るが､その広さは平均以下で､住宅は藩から供給された

ものであった｡このことから､笠原家は上級武家に準じ

た扱いを受けていたのではないかと推察される｡また､

人材面では､田中弥左衛門家のように家老に抜擢される

場合もあるが､家格が低いため屋敷地は広くない事2.

以上のように､席次の決定には､主家との関係や家柄

のはか､｢本人の才能｣'lなども影響することから､当

初の屋敷地拝領の基準は家格との関係が密接であったと

考えられる｡

これらの敷地の規模は､時代が下がり､安政年間にな

ると敷地面積が平均約440坪と増加する傾向にあるが､

その理由は不明である｡ しかし､拡張の方法については

｢-浦町と唱候溝筋､古来-田畠用水二付-近来御屋敷

へ取込二相成用水二不用候-｣､｢-先年ハ裏町と咽て北

二道筋有之候へ共､東北共大川屋敷へ取込二成､尤大川

より江馬迄の間､東道筋も夫々二取込二成-｣'6などの

記載から､主に溝や道筋が屋敷地に取り込まれているの

が分かる｡

これらの取り込みが､狭山陣屋の都市計画の変貌の要

因につながるものであることは疑いがない｡

中 ･下級の武家住宅は､1軒あたり100坪の敷地に長

屋が建てられ■1､藩から供給された'6.

b)建物構成 上級武家住宅の具体的な間取り形態は

不明であるが､各自が建てた住宅の余地には､庭や菜園

が設けられていたり ｡

中 ･下級武家の住宅については､長屋が建てられた裏
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表12上屋敷居住者別塀･垣普請-IE

仰 姓 名(絵回の紀義)席次 家禄(石)響場麟塵 l Jr(仁義事項の婁約など)

I 朝比奈輿兵衛 書農林 2503N 0 0膚門より樽喪併有鱒丘の内まで.轟嶋のJh JE轟通り轟欝折JILの分

__!朝比奈 漬)¶江棲鋼廠__く饗子横網最)稽古場 □ ロtJ藁葺塀､薗嶋のI

2 0 0貴通〇､北嶋.F儀の徽

3 0 0路地.北表通りの堺､百網島墳藁葺の分.fZI中中三郎粛側塀真より打
(tB術稽古場) の角立無職藁葺の分

4 田中EZ)三郎 大目付 70 ロ ⊂】C)通りより北折Jt嘱.酉銅蘭北19.6間∴艶震墳 用地北側の壇
(田中 僧) 0 _QF_?__篠嬢藁葺)徽用より出来以後は声儀自分､精¶Jl百22取口責通りより北折JIJI

5 笠貫支線 伶人 15H ⊂コ 0(生長) 〇百鱒貴慮境旦寛故S年以前は自分 松.杉.つぶの木は鱒用
6 舟せ亀六 書簡禽 120 ロ 0ロ過りの両脇塀

_一紙冶 司)舟壊五兵術 0 貯御門より屈側池尻付札 北側壕､西側の御用塀は寛政3年以肌は自分竹篭
7 輸 入 200 0 0 0石壇のある北塀は北門書所西塀*で､それより北の竹雀舟嬉I大西堺まで
__披歯 仲)大川乙弥 【コ ロJl義通り門丙A堺.惰儀塀
8 用 人 60 □ C)轟通り門丙鋼､ 儀沖境堺
Hi大川卯渡)沖 尚賛 0 〇七Iより真折JrL外傷
9 物 環 loo ロ ロ轟通り雨塀､内田境{儀堺(宮城伸音) ○ OJl外電り聯
lO内田直之進 用 人 15H ロ ロ喪通り粛境.江鼻壇の 儀
(内田縄) 0 0慮外曽り塀
ll江馬傭一席 筆 書 150 ロ ロ轟通り雨析貞し, 嶋

__く江馬簾割山上岩次称 0 OJl外月塀
12 大目付 80 □ ロ ロ義通り円舞脇塀. 鴨場.真貴慮塊の壇(山上璽平) 0 0北嶋塀

13井出半券 大目付 60 口 ロ轟通り円舞脇堺.嶋{茸曹節量*での徽
__は出甚七味)林永右衛門(林 兎嘘) 0 0薫より北-析雷堺川 用人 100 【コ 【コ口義通り西北儀のJI.J(鼻JL嬢の竹壕

15 田中弥左衛門__帽中豪三廊)村上鹸七_ー(村上)下山角兵衛 番 線 80YLO ロ 【コロ義遡り門よりdr塀､北側林氏嬢塩. の外竹壇､榊用薮の間壇
L6 老 80.人40 ロ ロ ロ義遡り門より牝の嶋.田中墳4:儀嶋､真義のn竹壇

17 毛 200 ロ ロ ロ喪通り門の勇払胃.村上墳4:Jの嘱､Jlの竹壇.鱒用義仕切りの壇
__iftlJ)井出簾書跡 0

18 用 人 lou ⊂l ロ ロ轟通り円両脇塀.帯欄林伴青景虎gt竹壇(山上兵蛤) rlI之鳶臓押収佐倉ニ相成当時̂不農場J分縛用より修復..竹場取払..蒙檎瓦葺=而出丸
r薫{外鳥り奄之処､霊験四FI子年軟 一成 撫Ⅰ霊榊用J

19 檀田次兵衛 用人絡 70 ロ 口責通り 七井にJlの方林茂gE
__椎田)林 茂 0 0 山墳聯 牝の方外I
20 拾 人 14.2N ⊂】△○ロム轟仕切堺､Ⅰ鱒用(林 茂) 0 仕切壕
21 松川直右簡門 ロム 0 ロ△義仕切嘱､貫鱒用

__脾川正三)三好宇右衛MJ三好六歳)牧山緋兵衛 0 仕切壕
22 中小姓 82AY ロム ロ△ 義仕切塀､瓦鋼用
23 中小姓 8.2IY 【コ△0□△裁仕切塀.夏 用
(牧LIJ) 0仕切填

24 剛比蕪弥太れ(朝比奈縫音) 中小姓 lO2N 0 00義仕gJ場､真仕切壇

25 檎田__鯉田丸次)岡田忠作 0 0轟仕切塀26 中小姓 8.2N ロ ロ真義仕切堺

__脚 EEl)別所撫育(別所) 0 0位王gE嘱
27 衿人格 12.2ド 0 0 仕g)嘱.板塀

28 松王位右衛P1 0 00義仕切嘱.南東堺､Jt仕切壇
(也王) ⊂コ△ ロム古墳塀､瓦御用

29 井出作馬 中小姓 8.2N ○ 00喪仕切壇.塀､ 用艦の境
(井出政逢) tコE){百の境壕は林.田 が鼻祖

30 田中JF十飾 中小蛙 8.2対 ロム.○0△轟仕切嘱､瓦蝉用
__(田中捷助)下山 巌 0轟仕切竹卓31 中小姓 8.2相 0 00土井壌仕切嘱.真竹壕
(下山巌) ⊂】△ ロ△義土井境塀 瓦御用

32 r無色織)(野中 換) 中小姓 10.2〃 ロム ロム義仕切堺,瓦蝉用

33 森本光次 鉄 線 8.2N ⊂】△ロ△0ロム義仕切塀､貫●l用
(森本) ○轟仕切篭

ロム也王との仕切は井出 左 門か く､瓦94代渡し7匁5分

34 r無紀義J(松井)

35 池EEl讐】音一.他 g_垂勤 …一一松川震次__一別 lt)樽田文内(薄田)

36 ○ 0轟仕切塀

37 鎗人格 12.2N ⊂】△ ロム嘉喪仕切塀､真鱒用

38 青田半兵術__繕 剛や田島緩く専田良平) 中小姓 8.211 ロ△ ロ△嘉嚢仕切嶋,Ⅰ鱒用39 中小姓 82N ロ△ ロム嘉轟仕切塀.玉鋼用

40 西野忠兵衛 中小姓 82N lコ△0ロ△義塀､瓦榊用(西野) 0仕切壇ー

4l 紳近習在番線慮(野中佐割

1') llt内作rr..熊川Jfl1)JT.l:_職胸(Jr.)-)fr城克之;卓(f1'壌)麻仙女JI.(蘇)-点け弥Tt斯(.AJr.)碓何れ席(御IIL)御中桝称棉(人q'舟)蝦日給ttq}(戦目)ta蘭P.1;斬M(松浦)的川欣次(統lTI耕tP.)覇ir.繰押付ー長橋(mql三尊遺) 折人 )4.2N 0 00嚢ft切嘱.Jtft切埼

一l:I ーlT,卜作 lO.2N 0 00轟ft切塀.JtLt切職

ll I.列紡 552N 0 0o#It切塀.Jt化切職
･1.i fJt机 6.2N 0 00喪仕切岬.轟什切JI

1烏 ･J.払 42N
47 8.5間長鳥.以鵬は鴨川蹟右簡(化構

4丹 6.OP)轟R.､以机は沖集●化居

竹 'tI中絶林帆机 R2N ロ△ ロ△象仕91嶋自分.貫榊用.W 6.神 ロム ロ△轟ft切嘱自分.X鴨用

引 人 tJI2N ⊂】△ ロ△濃化切塀自分.瓦榊用

5'} 拾人格 )4.2N

青枠綱N:人扶持.Y･.投応(tT).∧!足轟(7;)
7fEA欄0:8P用件札ロ!n分鱒帆△三見のみ岬用

(6)
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図-6 上屋敷居住用塀 垣普請状況

側の余地70-80坪に､座敷や納屋などがつくられた.40

また､狭山藩では倉庫を建てることを禁じていたため､

個人の家には古い蔵はない`l｡長屋は4軒長屋'1であっ

たとされるが､共同井戸が2軒単位であることを考慮す

ると､2軒長屋である可能性もあろう｡

井戸は､｢自分持｣と共同の場合がある｡また､共同

から ｢自分持｣になることもあったが､その契機につい

ては具体的には不明である｡

上級武家住宅に附属する塀は､大町筋に面するものは

朝比奈家 (義-2､図-6ともにNO.1､以下他家も同

じ)以外はすべて自分で築いている｡

垣は､道路に面して設けられず､両舟越家 (NO.6･7)

の北側､山上 (NO.18)･林 (NO.20)家の背面と家境､

田中 (NO.4)･笠原 (NO.5)の家境など､外周部に接す

る場所のはか､家境に設けられている｡

中級以下の武家住宅では､小路に面する表に塀､背面

に垣が設けられ､隣家の境については不明であるが､こ

れらの住宅では井戸を2軒単位の共同で使用することが

多いことから､長屋間の仕切りは開放的であったと推察

される｡

(7)

下屋敷における長屋の塀 ･垣の状況は､一部を除いて

ほとんど不明であるが､明らかな4軒の長屋では､表も

裏も垣が設けられていたことから､下屋敷内の他家につ

いても簡単な垣などが設けられていたことは想像に難く

ない｡道路に面して塀を設けることが多い上屋敷の長屋

に比べ､下屋敷の長屋は､道路からの見通しがよく､よ

り開放的であったと推察される｡なお､井戸は2軒単位

の共同である｡

以上から､上級武家住宅は主屋と庭や菜園､中･下級

武家住宅は主屋 (長屋)と座敷や納屋､そして両者とも

に敷地周囲に設けられた塀や垣で構成されていたことが

分かる｡

C)主産の階層性 既述のように､上級武家住宅の具

体的な間取りは不明である｡そこで､藩の重役などが会

議を行う場所●27である評定所の間取りをみることにした

い｡評定所の座敷などには､その機能から相応の格式が

整えられていたと考えられるためである｡

狭山藩の評定所は､｢別所文書其-｣によると､安永

4年 (1775)に古御殿役所を取り払い､地形を広げて建

築され､2棟 (梁行2間 ･桁行12.5間､梁行2.5間･･桁
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義-3席次別供給住宅一覧

形 式 席 次 親 株娘×桁K 備 考 (文書の定職事項など)

独 立 給入鹿 3.0×6.0 ･藁葺庇瓦六枚流.他シ比図面ハ先年J:り有之写シ■
家 屋 l.0×3.5･湯殿 .曹随ハ縫下シ､井戸堀屋形建井飾掛 軸漉ス､尤霊.釣ハ自分.他シ右代銀ニ而被下僕時ハ壱貫八百日金子三姶丙代ニ被

漢書.又古豪被下験時ハ離復披成下構音泣也

長屋 A 中小姓鷹 2.5×6.0 ･井戸′､堀少獲入.著自分ニ繊度験 ハ 代ゝ銀三始匁之定､井惰.､締渡又､8I.>倹飾ペ上江シ頼義ス雷

･家撮小量藁葺､庇五六政経六四勘略耳.他庇瓦六枚漬I.文化年 二相定8 中小姓並 2.5×5.5 ･井戸ハ堀,養入､若自分ニ繊度掛 代ゝ銀ニ槍匁之 .井筒ハ称畿L 損シ侠奇ハ仕dlシ細畿ス事
･家扱小麦藁葺､庇瓦六枚流六四線略葺､但血五六枚洗I.文化年中二相走

C 綱tk凡庸 2.5×5.0 ･井戸ハ鳴,複ス､著自分=壌度俵ハゝ 代銀三捨匁之定､井筒ハ節義ス､損シ鹸飾 ∧仕ilシ相渡ス亭
･幸枝′ト麦藁葺､庇五六枚流､但シ六四勘略雷

D 領収士席 2.5×4.0･井戸ハ堀,妹ス､者自分ニ堀度侯ハゝ代銀三捨匁之走､井術′､辞漉ス､損シ侯簾∧仕dL'/細腰ス*
･家枚小麦藁ふき 庇瓦六枚流れ

席次に上る住宅の平面図

拾人席住宅平面図 ^ 中小姓腐臭JL平面図 B中小艶並轟量平面同 C 鋼鉄組轟JL平財団 D 中位士庸貞JL平衡図

焼損は､発行 (闘〉×桁行 (闘)を示している K:同

行5間)の評定所と廊下､土間､門で構成されていた｡

以下に示す間取りは､2棟のうちの前者のもので､

｢-座敷六畳､床壱畳､一間押入付､次ノ間八畳､

三ノ間四畳､玄関八畳､式台弐間六畳押入付､

庭取込共六畳､畳､戸､障子､襖等入､-上雪

隠二ヶ所板縁付｣

ロ

F)

ロ

O

という規模であった｡これによると､玄関､式台､座敷

には床と､武家住宅の階層性を示す設いがなされている

ことから､上級武家住宅においても､評定所と類似の設

いが施されていたと推察される｡

中･下級武家住宅は､｢別所文書其-｣所載の ｢給人

席被下家之図｣｢御長屋間数之覚｣によると､表-3に

-

I lII

. I一一 l巨 トーi●I I I

I～ ll●!S.il】lLl●一一I.ー●ヽ●一●一IIlI ハナレ ;I ●●I-.!.Jl●■●

■ヽlこ叶ーt l●I llll

I r:一一■SI
● I▲ .I

図-7 笠原家住宅平面図 (1/100)(アミかけ部分は､推定の当初平面)

(8)

｢ ⇒ -



義-4 藩士住宅一覧 (A)中小姓席長屋

NO 姓 名(検 問の紀搬) 規 模 叩 独 り 内仕切り 地 久 塊 根 井 戸 鯛 考 (文書Sの紀峨内容など)於×桁KrlJJlnl.7A/fTl7.7納戸J 上り口 朝凪棟桁×長 他 鴨倍.取捨 外側 簡払

20 林 茂__!桃 _遡 _一日_lHn m..兵 術 2.5×6.0JO 6 4 Bf縫JT食接せlK 収紬3.OSXl.5K I.OK2tll.5K2口 6 J 牡鹿､瓦rt7枚沈､瓦神川 ･Luシ'#.小'#C1分､i16本代准シII?. 2.5×6.0lO 6 4 額縁lK脚力 収繰 1.0K2I1 6 1 此瓦7枚沈 井上と榊 命 ･出シ賓.小梁l'1分
(巾 州 群抜BilK 3.OSX一..SK I..SK2日 ･比之1紬i税キPllr̂新集LLLlb'之JJ-桝J.綿故叶ll̀之=付､L～ニーL.切イ二校PTJlJJ:り一3l越無之内軸塀御集披下挨 依fTl1修復も剛ー)

J1.1 )r._t..他 端u J..J=) 2.5×6.0lO 6 4 板掛Kmカ-称抜収IK b-操3.OSXl.5K I.OK?.nJ.5K2Ll 6 I 此猛7枚沈 ･川シ'#l':lJJ)
小I 宮 城 元 之 迎(新 城 ) 2.5×6.0lO 6 4 板練lK四方作抜板lK 叔練.1.OSXJ.SK J.OK2tJI.5K2n 6 1 此瓦7枚淡 ･lttシ家白分
45 収 助 太 夫(# ) 2.5× 6.0)0 6 4 心線JK凹カ沓按板lK 収繰3.OSXI.5K LOK2口I.5K2rl 6 1 此瓦7枚維 ･山シ家持分
49 h-n 佐 JTL軸 2.5× 6.0 10 6 JI 8i練JK四方 収操 I.OK2LJ 6● 1 此瓦6枚維 )軒持 *外側1本薪､2本古戸

(牧 口 ) 番接収 lk 3.OSXl.5K ).5K2口 尾形0分非怖押fTl ･出シ家手入れ､物Ilt等自分
50 軽 油 毅 右 衛 円 2.5×6.0 lO 6 4 8Z線lK四方 媛牲 J.OK2Jl 6● I 庇瓦6枚沌 l軒持 *外側4本薪､2本77戸

(松 浦 ) 沓抜巌 lK 3.OSXJ.SK 1.5x2口 屋形自分井怖紳Jfl ･山シ家手入れ､輪舵等自分
51 桝 田 欣 次 2.5× 6.0 ー0 6 4 破線JK脚力-8t-練 ).OK2n 6■ I 庇瓦6枚沈 *外側Jl*VT胤､2*-lJ-戸

(耕 円 耕 平 ) 番抜板lK 3.OSXl.5K I.5K2rj ･出シ宴手入れ､物杜申出分
52 .g il:様 抑 Je 2.5×6.0 JO 6 4 坂練JK凹カ 硬練 I.0K2r3 7 I 庇瓦6枚淡 ･松川茄右柿門御作曲r11HIシ賓､火蛙JjuC外内潜り-7--人攻炊､文政八円岬.十一.))退役之抑JC

(rtlrTI三 珠 逝 ) 番抜板 IK 3.OSX2.OK I.5K2口 侭手入神河上ニ柵l&.以来 長鳥雄二榊成､林的内ニ榊淡之部
33 # ホ 光 次 2.5× 6.0 lO 6 4 収繰lKX軍K くれ縫 I.0K2Tj 6 1 氏瓦6故紙 ･雪払Jt自分山シ､瓦ハ8IJf)､共外少々とも手入持分

(森 本 ) 上り投にJKの8i 2.5SX2K I.5K2Ll ･庇ハ安永八年ニ山東､比丘魔′､網代甘長盛ニ成､起立あれこれと代り綿ひ有之侯也､荘永.I.午(ママ)年JL.月ニJ#武七Jb-榊坪披成仮称ニ姐御長流ニ柵成､又裁之方松王と仕切塀ハJT.杜一十左軒門従軸中二Fl分ニ策､瓦∧御用より九十四改代嫌シ釦七匁五分十ZLT_柿lーlJ江壮入､'&永十4--(77)中十一月と古たこ有之､但シ松王と有分ハ所燐之叫微
21 松 川 紅 右 軒 fー] 2.5× 6.0 lO 6 4 破線 JU 打方8i縁 1.0に2日 6● l 庇瓦6枚沈 *外側JI*新規,耕2本お声

(松 川 軒 三 ) 称抜板]K 2.5SXl.5K 瓦御用 ･山シ賓､小寮織帝自分
22 三 好 宇 右 軒 fTJ 2.5× 6.0 10 6 4 横縁4J 両方8i練 I.0K2u 6■ I 庇瓦6枚沈 松川とflJ含 *外傭4本新規､**天非無し､北西.相楽ニ恕 瀬2本-JI戸

(三 好 六 繊 ) 脊振坂 lK 2.5SXJ.SK 瓦御用 尾形白 ･出シ寮.小宴EI分､Jr.戸は,何時頃よりか持分-●F抽ニ巾成･文政九内成Mj]地て､字右術Pfl-御坪披成侯･東JJu-出シ口.故ハ山分-T.習 休 息 l.5 - ■● 入口戸 t ##%T>
23 牧 山 鞭 兵 術 2.5× 6.0 lO 6 4 破線 4J 西方塩練 I.OK2日 6● I 此瓦6枚紙 gI比奈と畑 ･外僧4*薪.凍2本古戸

_J g_I_b_)..H H __柳 比 奈 弥 大 体(仰 比 奔 維 音 ) 沓故8EIK 2.5SXl.5K 瓦押用 JLt) ･山シ賓.央小雀自分24 2.5× 6.0 lO 6 1 破線 4J番抜板 lK 何方板縁2.5SXI.5K 1 JE瓦6故紙瓦御用 ･外僧4本薪､瑛2本お声
26 綱 川 忠 作 2.5× 6.0 10 6 4 &-8 0.5K 軒方Bt-縁 I.0K2Lj 6 1 庇瓦6枚紙 耐辞と抑合 ･出シ家.小梁.物欧等円分

(開 脚 林政板 lK 2.5SXt.5K 1.5K2口 ･来軒庇師部非安永八亥年ニ瓦庇=4111鑑
30 lFlltl膝 十 柵 2.5× 6.0 )0 6 4 ## 0.5K 8t-投 I.0K2rl 6 l 庇三方兆瓦6枚 榊形l1分 ･郎シ家.湘′ト'#称l当分

(川 中 拙 肋 ) 市抜8ilK 2.5sX1.5K I.OK2L3 a ･庇∧安永八年ニln火･比投長尾文より三●F之叩ハ水封二乗尺コこ寸､奄一m-Lr.J鹿I削寸小舌幹也,､当時沖If1.上M之絹縁=術71-之他
3】 -FtLJ X- 2.5× 6.0 ー0 6 4 心線 0.5K 収練 J.OK2Lj 6 1 此瓦6枚沈 上tllと糾合 ･tu稼 .′ト'C等t;3分

(T ILJ # ) 鮮抜8iIK 2.5SXt.5K 1.0K2口 ･庇rL安永 中̂二山*.､表之方縁之釈上P1長尾ニ岡シ･元来Jt抑長島三tfハ竹軒之由氷り侯､JC位ニiB々 山東ト州伝シ

32 r無 妃 織 J ● 2.5× 6.0 10 6 4 壌縁 o.5K 破線 ● I.0K2口 6 1 此瓦6枚沈 慮膨自分 *下山賓の酉恥こあり､同家のN.戸は r上剛細釦 とあることから､元は r上剛 と推定(野 中 株 ) 番接収 lK 2.5SXl.SK l.Oi2rl ･糾シ賓自分･庇ハ安永八咋三川来･元来此御旗掩_--=於 竹焚之Tlf凍り焼､]C捷ニ泊 州々*.川的伝シ*台所,'-a挿せ之州､棚板弐牧下 野 村 仲 之 迎 2.5×6.0 投板坪1寸l舷繰 I.OK2lj 6 1 大ff1枚､弛六瓦

(野 村 仲 之 池 ) 枚 3.OSXl.6K ).5K2F) 抽略5枚洗､庇谷珠六四瓦沖略6枚凍 ･変改四年七月榊下見敷中油り-薪触六lれJ=+fRt之､万延元ql4--.引地･万延元中之故江戸より引地衆中林NF披仰付､四月qJ迄発足ニ付御不鮮度鷹二郎成.万鹿元tPや^月､Pl+f良風こ机称榊濃柵成
K .･帆 J ;姓 敦 . S ･.尺､T:坪を示す
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義一4 藩士住宅一覧 (B)中小姓並長屋

帆) 姓 名(絵図の氾救) 規 模 )bl Jb り 内仕切り 他 姓 也 )一戸 愉 巧 (文ilSのむ収巾ffなど)紫×桁K lーり剛J 典JfnJJ納戸J 上り口 留Ea線 描×妓 鶴橋 .敷牌 外側 常Ea

28 珍.I.li拒右術tーJ 2.5●×5.5 lO 6 Jl Bt操 5SXJK 8E縫 ).OK3Il 6fS 1 放鳥 り此6枚沈 Jr-戸.鮎形 * r娘If弐PJ触込判仙 とあり､Jm解したことが血われら
(松王) 番抜&-IK 2.5SXI.5K I.SKtrl 瓦神川 自分､Jr.柄柳川 ･山シ襟 .小梁 .鰻等臼分 .削 り鱒次噺ニ而r]分ニJr.戸蜘･比蚊ニW.之紳長鳥ハ天明.I)二元評定所11-本ニih'蛾.依弼或mJ来､f.7.:I.穴多く巌放ハ花村農政林と云ふ

29Jr.州1:I.Ui 2.5●×5.5 川 li I) 虹捷 5SXIK収紬 I.Ok3tT t 憩射り)_t此6枚 Ilr.持代納 *r於ーJ'._tPtJJB込)i.._tfnJr.∫

(非.川俊遊) #抜板lK 2.5SXI.5K I.Skln 紘 ･出シ雀にI分 .文政十や六J1十三円､願二両頒■T中J艮用より化御旗戚-引越､･比紳良風ハ姓迄PI川柳入用ニ両神-T--入軒之J-_､押込､Jt外tuシ架制 t一恒ih-作鵬-払ニ柵成､以枚作鳩自分
25桝r7] 2.5+×5.5 lO 6 4 収捷 0.5K 収捷 J.OK2fl 6 I 此6枚維 *池内収A-ll:位中､願ニibi桁行六剛ニ地耕

(池川武次) 軒抜板 tK 2.5SX).SK I.5K2日 ･柵JJjlr禽ハ体爪内0.:掛 f1ニ櫛三桁御伽稲納所抑川より=シ迎又.N Tt'.1拝ハ不伽分快糾北Jt:趣-,_f.J.払 イr之･比統御旋風三+f火所庇､所蛮兆安永八亥隼ニ瓦庇ニ刷成
27別所源脊 2.5×5.5 ー0 6 4 8i-綾 0.5k 版繰 I.OK2Tl 6 I 瓦庇6枚流 1+f持 ･diシ楽 .嬢等r1分

世故壊 1K 2.5SXl.SK I.5K2n ･Jt河鹿再蔀.35安永八亥年ニ瓦庇ニ相成..文化九一'qff咋 祖父蘇香兵術､願二両自分ニ此-紋ニ姫行文m半.桁行弐桝地耕シ､宴振替Jf'-ニ綿

36松川席次 2.5×5.5 lO 6 4 壌縁 o.5X 板縁 ).OK2口 6 1 瓦庇三方3妬枚 顔.形内分 帝も自分三食gF

(松川) せ抜板 lK 2.SSX).5K I.SK2日 溌 外筒御用 ･山シ寄手入､西之方瓦葺唾熊等自分･非戸ハ不在ニ付触伴可養之処､顧二面自分ニ柵､依両三十匁代凍シ･文政八西中十二Jlニ引移.文化二丑年糊月薪UI町之抑浸崩叫f収払ニ柵成､井川恩赦東方ニ
37汚即文内 2.5×5.5 10 6 4 柾捺o.5KXJK板縁 LOK2m 6 I 三方瓦此7枚沈 青田と柵合 f'6枚込新規兆九fr.建

(河田) せ&-壊lK 3.OSXLSK I.5K2口 瓦御用 ･万延元q1年̂月願二両引移
38宮口半兵衛 2.5×5.5 10 6 4 板操0.5KXIK8f縁 I.OK2rl 6 l 三方瓦庇7枚流 ･出確 乎入 .小宮自分

(吉田) 存抜8flK 3.OSXl.SK J.5K2口 瓦御用 ･出シ賓自分

39帝m良茂(奇相良平) 2.5×5.5 1(I 6 4 板持0.5K番抜衣lK 板繰3.OSXl.5K I.0K2に1I.5K2口 6 1 三方瓦庇7枚流瓦御用 ･出シ九日分

卜

岨
0
1

5■i⊇

ト.▲

⊂ ⊃
) 義-4 藩士住宅一覧 (C)御供組席長屋

仰 姓 名(絵同の丑嚢) 蚊 帳 rft】 Jb り 内仕切り 蛾 凡 尾 根 井 戸 備 考 (文伸の配収内解など)蒙×桁K qlJ抑J輿/刑J納戸J 上り口 雪駄線 描x妓 鴫店 .Jt居 外側 曾隠

下 鵜FJ輿三兵術(菊n席次) 2.5×4.0 lO 6 4 破線3SXLSK I.0K2r)I.SK').fl 6 1 瓦庇6枚溌 火舟と棚倉 ･外内贈り手入.gl納噂等自分
4l榊近常在爺缶患2.5×4.0 5● 6 4 叔繰 l.0■一口 5 I *nJlhJt'iなし､坂lれ15位 (中JIAlのことか)

(野Ir1佐吉) 3SXIK 1.8KlP納戸〟:切 一口 ･近中日JJqニt}粍同様之捷なし投入挟也

下 射井先次(菊井粂次) 2.5×4.0 抜く収操か)3SXJK I.OKIHI.SKHl 5 I 大和嫌弛六Pg瓦6枚洗､庇ハ芥探5枚沈

下 沖 瀬林(内田平也) 2.5×Jt.0 掻く収操か)3SXtK ).OKlr1I.5KHコ 5 l 大和擁弛六円瓦6枚紙､庇ハ芥探5枚溌

~F野々 村'&-沸__(野々村湛耗)2.5×4.0 庇瓦七二､6枚溌 ･万蛙元年1.--JHj-rijl断締 (¶)Jカ-六fnJ艮規則軒.i.拙Ll畑.

義-4 藩士住宅一覧 (D)御徒士席長屋

川) 約三 名(絵図の紀叔) 規 模 Ilq 放 り 内仕切り 槌 典 尾 根 井 戸 備 考 (文非の配収内容など)変×桁t Ll)JIqJ典/m7J 納戸J 上 り 口 雪隠繰 彬 ×長 鴨居 .敷 居 外側 雪隠
下 大介小平 2.5×5.0 10 6 4 版繰 I.0x2rl 6 l 比丘6枚洗 ･出シ楽日分
(大食-.辛) :6×1.5K ).5K2rl ･文化NT卯年九fJ押下掩放内地J沌榊長月'Lut

特

科

調

藤

嶋

掌



植松他 :狭山藩武家住宅

示すように､中級武家の給人席にも独立家屋●28が供され

る場合があり､その他の中･下級武家には､席次に応じ

た規模の長屋が供給された｡

屋根仕上げ材については､上級武家住宅は不明である

が､中･下級武家住宅はすべて藁葺き屋根である｡

給人席の住宅には､梁行3間･桁行6間と､梁行1間･

桁行3.5間の2種類の平面図の記入があり､離れ座敷が

設けられていたと推察される｡このタイプには､｢湯殿･

雪隠-継下シ｣とあることから､増築を前提としていた

ことが分かる｡供給の方法は､金銭で渡す時は ｢壱貫八

百日金子三拾両｣､古家で渡す時は藩から修復が行われ

た｡

評定所の間取りと､表-3に示した中･下級武家住宅

の各平面図とを比較して大きく異なるのは､中･下級武

家住宅には､武家住宅の格式を示す玄関や式台､座敷の

床が設けられていないことである｡つまり藩が供給する

住宅には､独立住宅であっても玄関､式台､床は設けて

おらず､これらの住宅では､出入りには土間を用い､式

台ではなく板縁が設けられていた｡

給人席の独立住宅の例として､笠原家住宅を紹介した

い (図-7)◆29｡ 当家は医師 ･儒官であり､藩校の創設

ならびに藩士の教育にも尽力するなど､同藩において重

要な地位を占めていた｡住宅は上屋敷の中央部に位置し､

評定所 (後の藩校)に北接するとともに､旧藩時代から

その場所を変えていないなど､上屋敷の位置的にみても

貴重な遺構である｡

当家の建築年代は不明*30であるが､天明2年の火災で

上屋敷が全焼した際に､当家も雁災したとすれば､それ

以降の建築となる｡家屋は､イマ･ゲンカン●31などのあ

る主屋を中心に､クラなどのあるナ1,､-ナレで構成さ

れている｡

現状の平面は､多くの増改築を受けていると考えられ

るが､主屋部分については､表-3に示した給人席住宅

の平面 (図-7のアミかけ部分)を基本に変化したと推

察される｡

既述の ｢御長屋間数之覚｣には､長屋の種類と平面図

を掲げた後に､

｢一 杯 茂 御長屋 梁行弐間半､桁行六間

但外側戸六本､雪隠戸壱､出入内仕切敷居鴨

居壱間二ロ､壱間半二ロ､畳之間六畳､納戸

四畳､次之間拾畳､上り口ニ壱坪之板縁付井

壱間之くつぬき付､雪隠通ひ板縁巾三尺二壱

間半､家根惣庇瓦ふき七枚流､裏仕切垣御用､

表仕切塀自分､旦戸六本-代渡シ､若御長屋

替披仰付之節-買入入置候筈証文取置也､尤

(ll)
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此証文松川嘉右衛門役中二紛失致シ候へ共約

束-右之通り也｣

と詳細な記述があり､以下､各家について多くの情報が

記載されている｡そこで､梁行 ･桁行や上り口の規模な

どに注目し､表-3の長屋の規模に従って分頬して表-

4 (A)～ (D)を作成した｡以下､これらの表をもと

に考察を行う｡

(A)表に示した中小姓席長屋が､居住世帯19家と最

も多く､表-2などから18家の席次が判明する｡その内

訳は､給人3人 (NO.20･42･51)､給人格 1人 (NO.52)､

中小姓8人､中小姓格 1人 (NO.49)､供組4人 (NO.45･

50･33･下)､士列格 1人 (NO.44)で､席次に応じた長

屋の居住者である中小姓席が占める割合は約44%である｡

給人席の住宅は､表-3に示したように本来独立家屋

であるし､また供組の長屋は (C)表にみられるように､

規模 ･上り口ともに､中小姓席長屋に比べて小規模なも

のである｡士列格の長屋については記録がないので不明

であるが､本来の居住者である中小姓席の者が半分弱し

か居住していないことから､居住者の席次に対応した長

屋の供給が原則どおりに運営されていないことが窺われ

る｡

長屋の間取りをみると､表-4(A)～(C)までは､

室の構成と広さは､中ノ間10畳､奥ノ間6畳､納戸4畳

と共通しており､主要な生活空間については､席次によ

る差のないことが分かる｡しかし､梁行は2.5間で共通

するものの､桁行が (A)表では6間で､順に0.5間ず

つ縮小され､(D)表では4間となり､席次の差が桁行

で設けられていることが分かる｡これらの規模は､表-

3に示した規模と大差がない｡なお､(D)表の菊田家

の間取りについては疑問が残る事32.

上り口についてみると､(A)表では､ 1間四方の板

縁 (1坪)+1間の沓抜板､1×2間の板縁 (4畳)+
1間の沓抜板､0.5間の板縁+1間の沓抜板の3種類が

ある｡表-3によると､中小姓席長屋の上り口は1間四

方の板縁が基本であるが､同じ中小姓席でなぜ板縁の大

きさに差があるのか､そ■の理由は不明である｡上り口は､

(A)～ (D)表になるにしたがい規模が小さくなるこ

とから､席次との関係があったと考えられる｡

長屋の建築時期に注目してみると､建築時期が同一の

ものは､NO.42-45､NO.49-51､NO.30-32である｡前

者については､｢此御長屋続キ四軒-新建也-｣とあり､

建築時期は不明であるが､同時期の建築であることが分

かる｡また､中者は､｢文化十二乙亥年七月六日袋町御

長屋桁行五間半､梁行二間半､四軒及大破候二付-梁行

弐間半､桁行六間､御長屋三軒建｣●おとあり､文化12年
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以降に梁行2.5間､桁行5.5間規模の4軒の長屋を､梁行

2.5間､桁行6間規模の3軒の長屋に変更 して同時期に

建てられている｡後者は､長屋の位置的にみて､NO.30

に記された ｢此続長屋東より三軒之間-｣と､NO.31･3

2の ｢元来此長屋三軒-竹筆之由-｣の記載は､この3

軒に対するものと判断できる｡

NO.21-24は､建築年代は不明であるが､上り口の仕

様の表記が同一であることから､同時期に建築されたも

のと推察される｡

以上のことから､建築時期が同一の場合には､同一仕

様でつくられるため､長屋の建築時期が異なると､その

仕様に差が生じたものと考えられる｡

建具は､新品と古品が混在して渡される場合がある｡

屋根形状が具体的に判明するのは大和棟◆34で､庇につ

いては､｢惣庇｣｢庇三方共｣のように配置形式が分かる｡

d)御用普請と自分普請 ｢別所文書其-｣所載の

｢御用境塀垣左之通｣には､

｢- 朝比奈輿兵衛殿屋敷南御門より南表筋西へ御庭

之内迄高塀の間-不残御用塀､東表通高塀折廻

之分御用塀､其外朝比奈口門之北より折廻シ藁

葺塀井二西側之塀不残自分｣

のような記載があり､上屋敷の上級武家住宅の大半につ

いて､塀 ･垣の普請状況が判明する｡

普請については､藩の負担で行う場合 (御用普請)と､

自分の負担で行う場合 (自分普請)があった｡

上屋敷のメインストリートである大町筋に面して､御

用普請によって塀が設けられたのは､既述のように朝比

奈家のみで､同家以外はすべて自分普請で塀を築いてい

るが､内廓の ｢七っ蔵｣が並ぶとともに､土塀◆35が連続

し､その足元の溝には水が流れる大町筋の景観は､閉鎖

的ではあるが整然とした町並みを構成していたと推察さ

れる｡

大町筋以外の御用普請による塀の状況をみると､朝比

奈家 (NO.1)南面､雪江様御殿(NO.2)･田中(NO.4)･舟

越(亀)家 (NO.6)西面､大川家 (NO.8)北東面､沖 (NO

.9) ･内田 (NO.10)･江馬家 (NO.ll)東面､植田家 (

NO.19)南面のように､敷地の背面が池や山､他領に接

する場所などに多く設けられている｡さらに､朝比奈 ･

下山家 (NO.1･17)のように､大手門を入ってすぐの場

所や､江馬 ･山上 ･井出･植田家 (No.11･12･13･19)

のように､大町筋から横小路入る場所などにも御用普請

による塀が設けられていた｡

御用普請の垣は､笠原家 (NO.5)西側､舟越両家 (NO

.6･7)北面の村地境にみられるが､N0.5では､｢-西側

垣も先年-自分持之処､寛政五年願二而御用二成-｣と､

自分普請で築いた垣が願いで御用になったり､N0.6では､

｢-舟越西薮之間北垣迄四拾弐間自分持二而竹垣之所､

寛政三幸亥年秋願二而塀二相成御用二成｣と､やはり自

分普請で築いた垣が塀に変更されて御用で維持すること

になった｡さらに､藩主の一族が住む場合には､｢□之

壷殿御仮住居二相成､当時ハ不残塀ノ分御用より修復｣

(NO.18)となる場合もあった｡

自分普請の垣は､田中 (NO.4) ･笠原家 (NO.5)境､

山上家 (NO.12)背面､林 (No.14) ･田中 (No.15)家

境と背面のように､陣屋内部に面する箇所に多く設けら

れている｡

御用普請と自分普請の区別は､外周部のような外敵の

侵入しやすい場所や､藩主一族の住まいなど､藩が直接

関わる場所は御用普請､他の場所は自分普請と考えられ

るが､このほかにも種々の条件に対応した詳細な規定の

存在が感じられる｡

また､中 ･下級武家住宅の附属屋の増改築などは､表

-4 (B)の植田家 (NO.25)のように､昔は ｢-願二

而御聞届相済御用より出シ通ス｣と､藩が行うこともあ

ったが､この件については ｢-年暦ハ不相分候得共其趣

古記二有之｣と､記録に残されているだけであった｡当

時は､自分普請がほとんどで､表-4の備考欄には､

｢出シ家 ･小家自分｣などの記載が多くみられるはか､

｢-梁行弐間半､桁行弐間建継シ､家根替井二繕等も自

分-｣(NO.27)､｢-是迄-あれこれと代り繕ひ有之候-｣

(NO.33)●36と､増築の様子が窺える｡

自分普請による頻繁な増改築には藩も気をっけていた

ようで､文政3年 (1820)8月に､｢-元来被下長屋を

永住之様二心､得居候哉二相聞心得違候､前々者度々御長

屋替被仰付事二候､近年者成丈ケ御用捨二相成来-｣■37

と､長屋替えをひかえてきたことが､かえって自分の家

という感覚を引き起こし､多くの手入れを行うことの原

因とみている｡しかし､今後長屋替えの際には､手入れ

した部分については元に戻さず､｢相対二而譲り候義者

格別｣とそれを認めている｡長屋の数の不足などの要因

で､地位の昇進などにともなう長屋替えが原則どおりに

できない状況になっていた｡

屋根は､瓦が ｢御用｣のものがあるが､自分普請との

区別は不明である｡井戸は､共同･1軒もちに関わらず､

井筒は御用普請､屋形は自分普請であった｡

5 まとめ

以上､狭山藩の陣屋と武家住宅などについて､分析 ･

考察を行ってきたが､得られた結果を以下のようにまと

めることができる｡

(12)
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1)史料について ｢別所文書其-｣は､安政4年正月

から明治 2年4月までに作成されたと考えられる｡同文

書には､｢古記｣として記されている箇所があり､同文

書を作成した際に参照したもとの記録は､編集されてい

たと推定される｡なお､｢古記｣の明確な年代は不明で

ある｡絵図が作成された時期は､明治29年であると考え

られる｡

2)陣屋について 陣屋の都市計画の基本は､大町筋を

メインストリートとし､東小路､横小路などで整然と区

画されているが､地形の関係で非対称の計画となってい

る｡

武家住宅は､上級武家は大町筋に､中 ･下級武家は横

町に面して設けられていることから､階層による居住区

分がなされていたことが窺える｡

陣屋の周囲は､池に面したり､御用普請による塀や垣

が設けられ､防御面を重視した計画であった｡内部は自

分普請によるものが多い｡

3)武家住宅について 上級武家住宅は､大町筋に面し

て敷地が与えられ､住宅と大町筋に面する塀および隣地

境の垣は､基本的に各自が普請した｡住宅の間取りは具

体的には不明であるが､相応の格式をもつ評定所に､玄

関､式台､座敷の床などが設けられていることから､上

級武家住宅にも類似の設いが施されていたと推察される｡

中 ･下級武家住宅は､敷地と住宅は藩からの供給によ

るもので､主屋は藁葺き屋根であった｡中級武家である

給人席の住宅は､独立家屋で､離れ座敷をもっていたが､

その他の中 ･下級武家住宅は長屋建てで､すべて梁行が

2.5間と共通 していた｡長屋の形式には､中小姓席､中

小姓並､御供組席､御徒士席と席次に応じた4種類があ

り､間取りをみると､玄関､式台､床などの格式的要素

はなく､桁行と上り口の大きさによる階層性が窺える｡

長屋の塀 ･垣は､表に自分普請による塀､裏に御用に

よる垣が設けられることが多い｡井戸は､自分もちと2

軒単位の共同の場合があるが､いずれも井筒は御用､屋

形は自分普請であった｡

これらの長屋は､地位の昇進などにともない入れ替え

が行われていたが､文政3年頃にはすでにその原則がく

ずれ､居住者の席次と長屋の規模が対応しない状況が生

じていた｡

註

*1 『狭山町史第1巻本文編』(同町史編纂委員全編
昭和42年11月)

*2 福島雅蔵 ｢狭山藩と藩士の生活｣(『日本民俗文化

体系』第11巻所載 昭和60年 小学館)

(13)
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*3 彦根藩については､西川幸治 ｢城下町とその住居｣

(『世界建築全集3』所載 昭和34年 平凡社)､飯

田藩については､大河直弼 ｢江戸時代の中 ･下級武

士住居と近代都市住居｣(『日本建築の特質』所載

太田博太郎博士還暦記念論文集刊行会 昭和51年

中央公論美術出版)､弘前藩については､草野和夫

■｢弘前家中武士住居遺構の建築年代および建築時の

範囲について｣(日本建築学会大会学術講演梗概集

昭和54年9月)､大石桂子他 ｢弘前藩における中･

下級武士住居について (その1)｣(日本建築学会九

州支部研究報告第25号 昭和55年 2月)､須坂藩に

ついては､丸山日出夫 ｢信州須坂藩御長屋について｣

(日本建築学会北陸支部研究報告集第22号 昭和54

年6月)､高田藩については､同 ｢高田城下町の足

軽長屋について｣(日本建築学会北陸支部研究報告

集第23号 昭和55年6月)､高遠藩については､大

河直弼他 ｢高遠藩 ｢御家中屋敷絵図｣の検討1- 4｣

(日本建築学会大会学術講演梗概集 昭和58年9月

同59年10月)､安中藩については､桑原稔 ｢旧安

中藩の侍長屋の復元について｣(日本建築学会大会

学術講演梗概集 1991年度)､岸和田藩については､

小林大祐他 ｢岸和田岡部藩の武士住宅 について｣

(日本建築学会大会学術講演梗概集 1997年度)な

どがある｡また､これらのほかに､和田嘉宥 ｢足軽

屋敷の基本構成とその変遷｣ (日本建築学会中国

支部研究報告発表会 昭和62年度)､増田達男他

｢金沢城下絵図における足軽居住地の都市的配置に

ついて｣(日本建築学会東北支部研究発表会 1996

年度)､鈴木賢次 ｢江戸下谷の御徒組屋敷について｣

(日本建築学会大会学術講演梗概集 1997年度)吃

どがある｡

*4 ｢狭山薄志稿｣(『大阪狭山市史紀要第 1号』所載

(大阪狭山市史編纂室編 平成7年3月)

*5 ｢狭山藩史料｣(第 5輯)には､｢別所文書其-｣

｢植田文書｣｢山内文書其-｣が収録されている｡

*6 ｢別所文書其-｣｡なお､同文書の目次は以下の通

りである｡

｢- 上下御屋敷間数坪数ノ事､- 御用掛 り塀境

見切之事､- 御蔵預り所之事 (×)､一 所々橋

之事､- 屋敷地間数坪数之事､- 御長屋向渡建

具附置之事､- 中小姓以下御長屋替二付被下井波

畳等之事､一 四万道筋之間数溝凌所之事､- 毎

月毎日掃除之定ノ事､- 御長屋向戸数井公私之飴

書之事 (×)､.- 並松町借家之事 (×)､- 御

使者宿郷宿畳建具渡方之事｣
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ただし､目次と本文における表題は必ずしも一致せ

ず､各項の末尾に (×)を付したものは､本文にお

いて記述の無いものである｡また､目次には掲げら

れていないが､｢諸御長屋被下之訳｣の記載がある｡

*7 ｢旧狭山藩士江馬家文書目録｣(以下 ｢江馬家文書｣

と略記､大阪狭山市史編纂室編 平成6年7月)NO

93､94｢御家中順席帳｣､｢旧狭山藩主北条家文書目

録｣(以下 ｢北条家文書｣と略記､大阪狭山市史編

纂室編 平成8年12月)NO.125｢旧狭山藩記事書類｣

明治29年所載 ｢明治二年四月調御家中順席人員｣

*8 中小姓の表記は､史料では ｢中小性｣｢中小姓｣と

混乱しているが､本稿では ｢中小姓｣として統一し

て用いる｡

*9 『国史大辞典4』(吉川弘文館 昭和59年2月)

*10『絵図に措かれた狭山池』(大阪狭山市教育委員会･
狭山池調査事務所編 平成4年3月)

*11*7前掲 ｢北条家文書｣NO.125所載 ｢明治二年四月

調御家中順席人員｣

*12推定15件を含む｡

*13*7前掲 ｢江馬家文書｣NO.94

*14*7前掲 ｢北条家文書｣NO.125所載の ｢明治二年四

月調御家中順席人員｣には､明治2年4月と同29年

の旧藩士の姓名が掲げられている｡例えば､｢-村

上武 47 惣八卜改､-村上親綱 31 村上武ノ次

男｣､｢-別所源吾 38､-別所源吾 63｣などと

記され､代替わりや継続が判明する｡井出俊造は､

明治2年には ｢井出作馬 19｣とあり､代替わりな

どの注記もなく､同一人物で改名したと考えられる｡

なお､｢北条家文書｣NO.125 ｢旧狭山藩記事書類｣

は､旧君臣民間昔日の状態を懐想し､君家の深恩を

忘れないことなどを目的として､旧藩士宅に所蔵さ

れていた書類をもとに､森権六 ･植田謙八によって

明治29年に調査 ･作成されたものである｡しかし､

すでに不明な点もが多くあったようで､｢-誤謬脱

漏有之哉モ難計-｣とし､発見した者は通知を欲し

いと訴えている.さらに､家中名簿にづいては､現

今の相続人の現住所などの不明､相続人の有無の不

明な者も多くあるので､知っていれば連絡を欲しい

旨と､住所の異動についても連絡を欲しいとしてい

る｡

*15*2前掲福島論文､*4前掲所載 ｢狭山薄志稿｣

*16推定2件を含む｡
*17『国史大辞典7』(吉川弘文館 昭和61年11月)

*18①に相当する陣屋の建築的研究は､吉田純一氏の
｢本保陣屋の調査研究 (1)｣(日本建築学会北陸支

部研究報告集 昭和63年度)以降の一連の研究があ

る程度で､今後の研究がまたれる分野である｡他府

県における陣屋の比較検討などについては､今後の

研究課題としたい｡

*19『狭山町史第2巻史料編』(同町史編纂委員会編 昭
和41年4月)所載 ｢中林家累代日記｣

*20『狭山の地名五十話』(上田宏範他 平成4年3月
大阪狭山市役所発行)によると､｢研形前｣は現在

も小字名として残っている｡

*21大手門は､堺市の北御坊真宗本願寺派別院正門と
して現存する｡

*22*1前掲 『狭山町史第1巻本文編』によると､馬場
は後に内廓東部の大町筋側に移され､この地は長屋

住まいの藩士の菜園として30坪位ずつ貸与された｡

図-2には､その状況が描かれている｡

*23*2前掲 ｢狭山藩と藩士の生活｣によると､中級武

家に相当する席次として ｢給人 ･中小姓等｣､下級

は ｢徒士 ･御目見格｣としている｡これより､上級

武家に相当するのは､席次が最も細分化した明治2

年では､家老･中老･番頭 ･番頭格･用人･用人格･

大目付 ･物頑 ･物頑格と考えられる｡

*24『三重の近世城郭』(三重県教育委員会 1984年 10

月)

*25陣屋の周囲に土塁を築き､川や池などを利用して
濠の役目を負わせることは､狭山陣屋や菰野陣屋の

ほか､久居 ･名張陣屋 (三重県)､田原本 ･戒重 ･

芝村陣屋 (奈良県)など､多くの陣屋でみられる｡

*26｢別所文書其-｣所載の ｢御用境塀垣左之通｣と､
各藩士長屋の記載順序に従って居住者を掲げ (塀 ･

垣の記述のない居住者も含む)､席次､家禄などを

補って同表を作成した｡なお､図-6は､同表の内

容を上屋敷図 (図-2)を基本にして､模式的に措

いたものである｡

*27『日本国語大辞典』(小学館 昭和56年)
*28*2前掲 ｢狭山藩と藩士の生活｣によると､狭山藩

の中･下級の武家住宅はたいてい4軒長屋とされ､

給人席の住宅も長屋に含められているが､｢給人席

被下家之図｣ではその平面図と但書を掲げ､それに

続く｢御長屋間数之覚｣で席次による長屋の種類と

平面図を掲げている｡これらの記述内容と平面図か

ら､給人席の住宅は独立家屋と判断した｡

*29当家は､1997年9月16日に建て替えのために取り

壊された｡解体に先立って行われた調査の結果は別

の機会に改めて報告することにしたい｡

*30主屋 ･-ナレともに､棟札などの建築年代を確定
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しうる史料は兄いだされていない｡室名などは当主

の御母堂落合 トシ氏のご教示による｡-ナレについ

ては､同氏は大正初期の建築ではないかとされるが､

確証するものはない｡

*31北条氏が来訪した際には､ゲンカンか ら出入 りし

たという｡

*32菊田家は､(A)～(C)表と同様の間取りで､上
り口にも幅3尺､長さ1.5間の板縁を設けているが､

2.5×4.0間の規模であるから､中ノ間を10畳 とする

と土間を取る余裕が無 くなることから､誤写ではな

いかと考えられる｡御近習在番部屋 (NO.41)のよ

うに､中ノ問が5畳規模であると上り口も確保でき

る｡

*33記述の全文は､以下の通りである｡備考欄にはス
ペースの関係で記載できなかった｡

｢文化十二乙亥年七月六日袋町御長屋桁行五問半､

梁行二間半､四軒及大破候二付､半田村林蔵 ･膝兵

衛へ売払二相成代銀四百弐拾匁､右代銀-跡新建御

長屋材木代之たしこ致シ候事､梁行弐間半､桁行六

-85-

間､御長屋三軒建｣

*34他の屋根形式の存在については不明であるが､*4

前掲 ｢狭山薄志稿｣では､｢当時は廓内の建物以外

は藁葺が多く､長屋は棟と庇に瓦を用ひた所謂大和

棟であって､大抵小麦藁を用ひて体裁のよいもので

あった｣とあることから､一般的に用いられていた

と推察される｡

*35塀については､*4前掲 ｢狭山薄志稿｣では､｢屋

敷の境界には多 く練塀を縮 らし､瓦又は藁を以て葺

いてあった｣とある｡練塀は土塀と同意であること

や､笠原家 (NO.5)に一部残されていた塀の遺構か

ら､瓦葺き土塀で､表面は漆喰で仕上げられていた

と推察される｡また田中家 (NO.4)のように､自分

普請で他家との仕切 りを行うときには､屋根を藁で

葺いた藁塀が用いられることもあった｡

*36備考欄にある同文の年号で ｢寛永十午｣ とあるの

は､寛政の誤記であろう｡

*37｢狭山藩吏公務控記録｣(大阪府立中之島図書館蔵)

Sammry

SayamaclanofKawachicountry,locatedtothesouthofOsakaintheEdoperiodwasundertheruledur-

1ngtwelvegenerationsoftheHojofamilyuntiltheMeiiiRestorationin1868.TheHojofamily,asmallfeu-●′
●

dallordwith10,000kokuofricedevelopedclanpoliticswithouthavlngaCastlebutaJinya,asmallmanor

castle.
●

ThisstudylStheanalysュsandcommentsonthetownplannlngOfJinyaofSayamaclan,situationofa

buildingofwallandfencesofSamurai'shousesandtheirsiteplans.
●

FollowlngSaretheconclusionsacqulred.

･ThetownplanningofJinyaconsidered 'Omachi-suji'asamainstreetandtheyorganizedsystematically

thetownbysmallroads.

･TheenvironmentofJinyawithpondsthoughtmucI10fdefence.
●

･SuperiorSamuraihadonlytheirsitesglVen,andbuilttheirownhouses.Theyalsomakeconstructwalls

faclng Òmachi-suJlattheirownexpenses,buthadfencesbehindhousesmadebytheclangovernment.In
●●I

thecaseofintermediateandlowerSamurai,whiletheysetupwallsattheirownexpensesandhadrear

fencesmakeconstructbytheclangov.ernment,theyalsohadwallsandfencesconstructedbythegovern

ment.

･IntermediateandlowerSamuraihadhousessupplied,mostofthem were Ǹagaya',blockhouses.Nagayas
I

sizeweredifferentaccordingtothesocialstatusoffamilies.

･EnlargementandrebuildingofNagayawasattheirownexpenses.
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